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障害児の出生時における父母の年令

秋田県衛生科学研究所母子衛生科

伊藤

小野 山

玲

直
子

子

秋田県においては，昨年末不幸な子どもを生ま

ない運動が県民運動として展開されているが，そ

の具体的な対策の一環として精薄児の出生時にお

ける父母の年令及び出生順位の実態把握を行ゴる

1 調査対象及び方法

表1 調査対・象

ぶ品〗...j 

児童祖談所登録の精薄児

重症身心障害兒鳴
（特別児童扶養手当受給）

計

対象児は，表 1に示す如く 89年より行なわれ

ている重症心身障害児特別児童扶養手当受給対象

児 25 7名と，視在児童相談所に登録されてある

精神薄弱児ヽ 05名，計 66 2名である。

出生時の父母の年令は資料に添付されてある戸

藉抄本の生年月日に基づき，子どもの生年月日．と

合わせて換算した。
15011071257 

88512771662 

2、：成績
l),出生時の母親の年令について

•' ,... 

表2̀ 母 親 の 年 令

,, .:、 ＝門・談所登録児及び特別児童
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.'’・：秋，▲入田↓~県i▲，・ ー（昭 30~3 9) ',:. 
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5オ階級別，児出生時の母親の年令と障害児出

生の関係は，表 2に示す如くで， l9オ以下 (2.

l'f,), 2 0~2 4,オ (22.6'1{,),25~29 

オ (86. 3，，，）・ 30~  8 4オ (2L 7，，，）・ 35

~8  9オ (l0.81,), 4, 0~‘4オ Cs.6 %) 

4, 5~4, 9オ（ l.0 %)である。なお，秋田県の

昭和 30~3 9年まで l0カ年乎均の母親の年令

別出生状況をみると， l9オ以下 (L5，，，）， 2。
~ 2 オヽ (3ふ 4竹） ，2 5~  2 9オ(4,2. 9希）

3 0 ~8  4,オ (15.8%),85~39オ（4,,4, 

，，，，），4, 0~  4 4オ（ 0.9，，，),4, 5~4, 9オ

Co. l %)である。すなわち図に示す如く，精薄

児の母親の方に弱年令及び 30オ以後の高年令出

産の占める割合が多いことがわかる。これに基づ

き精薄児の相対危険率（秋田県における各年令階

級別出産別％を 1とし．これに対応する精薄児出

産の母親の各年令階級別の比率）を図示すると図

2の如くである。すなわち 19オ以下（ 1.4O) 

2 0~2 4,オ (0.66), 25~2 9オ (o.8 5) 

3 0~8 4,オ (l.87), 3 5~89オ (2.45), 4 0~4 4 

オ (6.22),45～ヽ 9オ（1o.o 0)となり， 8 5オを

過ぎる頃より急速に危険率は高くなり，4,5~  

4, 9オでは秋田県のその年令の出産の 10倍も多

い。

図1 母親の年令 図2
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2) 出生時の父親の年令について

表 3 父親の年令（児の出生時）

I 精神薄弱児（児童相談所登録及び特別児童扶養手当受給者）
全国 6召29~8 8) 

計 男 女

父の年令 実 数 I % I実数 %. 相対危険率 実・数 呪 実 数 ，，， 

1 9才以下 14657 0.1 2 0. 8 3.0 0 l 0. 8 l 0.4, 

2 0~2 4, 1Z01955 7.4 4, 8 7.0 0.9 5 l! l! 6.2 2 1 8.2 

2 5~2 9 6 ？ヽ 9 2 4 8 S 9.9 148 a瓜8 o.6 1 I 8? 2傘5 61 2 3.9 
: —· 
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S 0~  8ヽ 5 5ヽ IO4, 0 8 4,.1 l 8 41 8 0.8 0.8 ll 110 • 8 1.0 ・7ヽ B 9.0 

8 5~  3 9 111681186 1 Z.l l O l 1 6.6 L8 7 6 6 l 5.8 * 5 17.6 

看 0~ * * 7121180 し、 8 l l 8.8 8.0 Z 看6 18.0 8 6 l 8.7 

'5 ~ヽ 9 2ヽ 9? 8 ● L5 B 7 6.1 傘07 2 6 7.8 11 4,.8 

5 0~  5ヽ 68670 0.、 18 &1 5.8 11 6 1.'1 ？ 2.7 

5 5 以上 2 5 8 * 8 0.8 l o.a 1.0 0 1 0.8 

゜不詳 l I 7 

計 16857ヽ90 610 8 5 II S 5 5 

6 l 0名につき母親の年令と同様の方法で精薄

児出生時の父親の年令をみると表 8の如く l9オ

以下（ 0.3，，， ),2 0~2 4,オ（ 7.0，，，) ,2 5~  

2 9オ (2い，，，） ，80~8ヽ オ (80.2，，，) ,811~89オ

(16.6，，，）， 4〇~ヽ 41::t(1 8.8，，，）’ヽ 5~“ ，オ（6.1

fJ), 5 0~5＊オ（2.1，，，),5 6以上 Co.s，，，）となり

これを昭和 29~2 8年 l0カ年平均の児出生時

図3 父 親
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精薄と出生順位について

出生順位との関係をみると，表ヽ，図 5の如く

で，精薄児では秋田県の昭和 S0~8 9年 10カ

年平均と較ぺて第ヽ子以上が若干上まわっている

が，大差ない分布である。数薄児の生れる相対危

険寧も図 6に示す如く，出生順位が高くなるにつ

における父親の年令と比較してみると図 8の如く

である。母親と同様に祖対危険率をみると，母親

の場合よりはるかであるが，確実に年令が増すに

従つて危険率も高くなっている。 19オ以下の危

険率がい～ヽヽオのそれと同じ位になっているこ

とも注意しなければならないと思われるが，例数

が少ないので更に検討の必要がある。
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れ，ゆるやかなJ:.昇はしているが，第 1子 0.8 0 

～第 7子以上2.1 8とあまり開きはみられない。

なお，第 7子以上は一括して集計した。
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考 案

騨害児出生と母親の年令あるいは出生順位との

連はすでに多くの学者により，主として遺伝性

息の中にその依存性の強いことが示されている

今回は，本県における実態把握の意味で重症心

障害児ならびに児童相談所に登録されている精

薄弱児 66 2名につき，子どもの出生時におけ

父母の年令ならびに出生順位を調査した。その

果，①母親の湯合，弱年令層ならびに 3 5オ過

より危険率は明らかに高く，母親の年令効果が

えられる。②父親の場合は極めてゆるやかであ

が同様に年令の上丼につれて若干危険率が高く

つている。⑧出生順位も高くなるにつれやや上

の傾向である。

と母親の年令依存性の強いものとしてダウン症候

C蒙古症）はドイツの Lenz．博士，日本の松永

等の成績があり，松永氏はダウン症候群の場合

ま年令増加とともに危険率は指数的に上昇すると

,9りのぺている。又， Le皿によれば，精薄児では母

年令増加につれ相対危険率が上昇するが，ダウン

：症候群を除くとその影響はほとんど消えてしまう

＇とのぺている。このことより本県の精薄児の中に

；iもダウン症候群が混在しているものとも推定され
£ 
了'.lo 応； 高乍令の点より妊扱中毒症，出産時の

• ft?翠七の要因の究明は今後の課題であると思わ

・れる。

近年， S t •ller,Oollman らは伝染病肝

炎流行の 9カ月後に生まれた子どもにはダウン症

候群を呈する頻度が多いということから基礎疾患

として意味があるのではないかという説を提出し

た。又， All1son,Patonらはダウン症候群

の子どもが高年妊婦から生れることが多いのは，

もしこれらの疾息に伝染性の疾患が閲与するとす

れば，それは非常にありふれたもので年令と共に

罹息率の多くなるようなものであろうと考え，そ

のような因子としてマイコプラズマを考えている

といわれるが極めて興味あることである。

又，父年令，出生順位はどちらも母年令と強い

相関があり，父年令，出生順位，それぞれの単独

効果と，母年令効果が重なっているものと考えら

-184-

れ，さらに分析険討を要すると思十 スへ

4 結び

本県の精薄児 66 2名につきその出生時の父母

の年令，出生順位の調査の結果，母親年令依存の

強いことが明らかにみられた。

また父親の年令，出生順位にも若干の傾向がみ

られたが，母年令と合わせ，なお分析検討の必要

があると思われる。

終りに望み御指導いただきました国立遺伝学研

究所人顔遺伝学部長，松永 英先生に衷心より御

礼申上げます。

なお，資料を提供して下さいました。婦A児童

課ならびに児童相談所に感謝申上げます。
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